
「
日
本
政
府
に
、
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
と
の
関
係
を
断
ち
切
り
被
害
防
止
及
び

救
済
を
求
め
る
意
見
書
」
の
採
択
を
求
め
る
請
願
書
に
対
す
る
内
田
議
員
の
賛
成
意
見

12
月
議
会
最
終
日
の
本
会
議

で
の
内
田
議
員
の
賛
成
討
論
の
主

な
内
容
で
す
。

臨
時
国
会
で
は
、
重
要
課
題
と

な
っ
た
統
一
協
会
問
題
を
め
ぐ
っ

て
被
害
者
救
済
法
が
成
立
し
ま
し

た
。
同
法
は
、
深
刻
な
被
害
実
態

に
照
ら
せ
ば
極
め
て
不
十
分
で
す
。
こ
の
意
見
書
請
願
の

第
２
項
に
関
わ
っ
た
、
直
ち
に
見
直
し
実
効
性
あ
る
救
済

制
度
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

同
時
に
、
曖
昧
に
で
き
な
い
の
は
、
統
一
協
会
と
自
民

党
の
深
い
癒
着
の
究
明
で
す
。
岸
田
首
相
は
、
同
協
会
と

の
関
係
調
査
に
つ
い
て
議
員
任
せ
の
態
度
を
改
め
ず
、
解

明
を
求
め
る
世
論
に
背
を
向
け
ま
し
た
。
被
害
拡
大
の
背

景
に
、
長
年
に
わ
た
る
両
者
の
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ

と
は
明
白
で
す
。
癒
着
の
闇
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
政

治
の
責
任
で
す
。

意
見
書
第
２
項
の
実
効
性
あ
る
被
害
防
止
、
救
済
制
度

法
案
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
は
、
被
害
者
弁
護
団

の
声
明
が
２
０
２
２
年
12
月
10
日
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

声
明
で
は
、
救
済
法
が
深
刻
な
被
害
の
救
済
に
な
ら
な
い

と
し
て
、
左
の
４
点
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
被
害
者
弁
護
団
の
指
摘
を
尊
重
し
て
新
法

の
救
済
法
の
即
刻
の
見
直
し
が
必
要
で
す
。

意
見
書
案
第
１
項
で
政
府
、
及
び
国
会
は
、
反
社
会

的
な
活
動
を
行
う
旧
統
一
協
会
と
政
府
・
政
治
家
と
の

関
わ
り
を
徹
底
的
に
明
ら
か
に
し
、
今
後
に
お
い
て
は

一
切
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

岸
田

首
相
は
臨
時
国
会
冒
頭
の
10
月
の
所
信
表
明
演
説
で
、

統
一
協
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
国
民
の
声
を
正
面
か

ら
受
け
止
め
、
説
明
責
任
を
果
た
し
な
が
ら
、
信
頼
回

復
の
た
め
に
取
り
組
み
を
進
め
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
の
首
相
の
姿
勢
は
、
こ
の
言
明
と
は
正

反
対
の
も
の
で
し
た
。

統
一
協
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
自
民
党
と
し
て

も
政
府
と
し
て
も
責
任
を
持
っ
た
徹
底
調
査
を
拒
み
ま

し
た
。
自
民
党
は
各
国
会
議
員
に
「
自
主
点
検
」
を
求

め
、
そ
の
集
計
結
果
を
９
月
に
公
表
し
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
接
点
が
判
明
す
る
自
民

党
議
員
や
閣
僚
ら
が
相
次
ぎ
、
個
人
任
せ
の
点
検
で
は

真
相
解
明
に
程
遠
い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

重
大
な
の
は
、
統
一
協
会
と
最
も
深
い
関
係
に
あ
っ

た
安
倍
晋
三
元
首
相
に
つ
い
て
、
故
人
だ
か
ら
限
界
が

あ
る
と
調
査
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
安

倍
氏
は
、
２
０
２
１
年
の
統
一
協
会
関
連
団
体
の
集
会

に
、
「
敬
意
を
表
し
ま
す
」
と
語
る
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
る
な
ど
、
広
告
塔
の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し

た
。
参
院
選
比
例
区
で
安
倍
氏
が
統
一
協
会
の
組
織
票

の
差
配
を
し
て
い
た
と
い
う
証
言
が
、
自
民
党
国
会
議

員
経
験
者
か
ら
出
て
い
ま
す
。

自
民
党
と
統
一
協
会
が
半
世
紀
以
上
も
の
深
い
関
係

を
築
い
て
き
た
中
心
に
い
た
の
は
、
安
倍
氏
が
会
長
だ
っ

た
自
民
党
安
倍
派(

清
和
会)
の
流
れ
で
す
。
統
一
協
会

と
一
体
の
「
国
際
勝
共
連
合
」
を
日
本
に
引
き
入
れ
た

の
は
、
安
倍
氏
の
祖
父
・
岸
信
介
元
首
相
で
し
た
。

「
毎
日
」
11
月
７
日
付
は
統
一
協
会
創
始
者
の
文
鮮

明
が
１
９
８
９
年
、
安
倍
派
を
中
心
に
国
会
議
員
と
の

関
係
を
強
化
す
る
よ
う
信
者
に
語
っ
て
い
た
発
言
録
を

報
じ
ま
し
た
。
安
倍
氏
と
統
一
協
会
の
関
係
を
徹
底
し

て
調
べ
る
こ
と
は
、
自
民
党
が
根
深
い
癒
着
に
対
し
て

真
剣
に
反
省
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
試
金
石
で
す
。
安

倍
派
元
会
長
で
、
関
係
の
深
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
細

田
博
之
衆
院
議
長
の
調
査
も
不
可
欠
で
す
。

選
挙
の
際
に
、
統
一
協
会

側
と
「
推
薦
確
認
書
」
を
交

わ
し
た
自
民
党
国
会
議
員
が

少
な
く
な
い
問
題
も
放
置
し

た
ま
ま
に
は
で
き
ま
せ
ん
。

行
政
が
ゆ
が
め
ら
れ
た
疑

惑
の
調
査
も
こ
れ
か
ら
で
す
。

文
化
庁
が
安
倍
政
権
下
の
２
０
１
５
年
、
従
来
の
立
場

を
変
え
て
統
一
協
会
の
名
称
変
更
を
認
め
た
経
過
は
依

然
不
明
で
す
。
文
化
庁
を
担
当
し
た
当
時
の
下
村
博
文

文
科
相
（
安
倍
派
所
属
）
も
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い

ま
せ
ん
。
名
称
変
更
は
被
害
を
拡
大
さ
せ
た
契
機
に
も

な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
幕
引
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

以
上

反
社
会
的
な
活
動
を
行
う
旧
統
一
協
会
と
政

府
・
政
治
家
と
の
関
わ
り
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
し
、

今
後
に
お
い
て
一
切
、
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
、
そ
し

て
、
専
門
家
や
民
間
団
体
と
連
携
し
、
旧
統
一
協
会
か

ら
の
被
害
救
済
・
防
止
を
進
め
る
こ
と
は
当
た
り
前
の

意
見
書
要
請
で
す
。

私
は
、
統
一
教
会
問
題
の
中
心
点
を
指
摘
し
て
い
る

意
見
書
請
願
内
容
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
と
同
時
に
、

議
員
諸
氏
の
賛
同
を
強
く
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

（被害者弁護団の声明から）
第１ 家族被害の救済が図られない

この制度は要件が狭く、１０条の取消の範囲も狭く、家

族被害の救済にはならない。特に未成年者である二世が権

利行使するのが極めて困難な制度になっており、この点は、

家庭裁判所の監督の下で第三者が本人に代わって寄附を取

り消し管理する制度が必要である。

第２ 行政処分による救済可能性が不明

勧告ないし命令できるとしているに留まり、当該法人へ

寄附の返金を求めるところまで含まれるのかが明らかでな

い。今後、特に深刻な被害の事案については積極的に寄附

の返還まで踏み込んでいく法になることを強く要望したい。

第３ 禁止行為等の範囲、適用対象が狭い

新法では、禁止行為や取消権等の対象となる行為の範囲

が狭すぎ、統一教会被害について言えば被害救済にほとん

ど役立たないものとなってしまった。特に、寄附の勧誘に

関する禁止行為（第４条）の「寄附の勧誘に際し」「困惑」

「必要不可欠」といった文言は、裁判において禁止行為の

範囲が限定される可能性が高く、統一教会の寄附勧誘手法

を捕捉できないため、当会は繰り返しこれらの文言の修正

や削除を求めてきたが、受け入れられないままとなった。

岸田首相の答弁で一定の方向性は出されているが、法の中

で、禁止行為を明確にすべきである。

第４ 個人への寄付が対象から外れている

新法の適用対象は法人や代表者若しくは管理者の定めの

ある社団・財団に対する寄附に限られたままとなった。統

一教会は、今後解散命令により法人格を失ったとしても、

その幹部信者が個人として、あるいは代表者等を定めない

まま宗教団体として違法な寄附勧誘を継続するおそれが高

いが、新法ではそうした事態に対処できない。遅くとも見

直しの際には対象範囲を個人にまで広げるべきである。


